
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２０１８春季生活闘争 第６回回答集計について 
連合本部は、２０１８春季生活闘争につき、６月７日（木）１０時時点で取りまとめた回答集

計について、次の通り報告した。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

 

 

 

 

 

 

 連合北海道における妥結報告（6 月 10 日現在）のあった組合は 195 組合で、そのう

ち集計可能組合は 173 組（昨年比▲6）である。月例賃金の加重平均では、5,683 円

(定昇・ベア込)で、昨年同時期の 5,149 円を 534 円上回った。 

【組合規模別賃上げ状況  2018 年 6 月 10 日 連合北海道集計】 

組合規模 
集計 

組合数 

対象組合 

人数 

加重平均 妥結額・率 

(定昇･ベア込) 

昨年実績額・率 

(定昇･ベア込) 
昨年比 

～ ９９人 

１００～２９９人 

９１ 

４６ 

４，０６９ 

８，１８２ 

３，９６１円（1.78％） 

４，９９２円（2.15％） 

３，７６８円（1.78％） 

４，４１２円（1.99％） 

+１９３円（+0.00） 

+５８０円（+0.16） 

３００人未満計 １３７ １２，２５１ ４，６２７円（2.03％） ４，１８０円（1.92％） +４４７円（+0.11） 

３００～９９９人 

１，０００人～ 

２９ 

７ 

１４，３２０ 

１２，６９０ 

５，２９５円（1.99％） 

６，９０１円（2.48％） 

４，９９５円（1.91％） 

５，９３３円（2.12％） 

+３００円（+0.08） 

+９６８円（+0.36） 

３００人以上計 ３６ ２７，０１０ ６，０９５円（2.24％） ５，４６４円（2.02％） +６３１円（+0.22） 

計 １７３ ３９，２６１ ５，６８３円（2.18％） ５，１４９円（2.00％） +５３４円（+0.18） 
  

一時金は、加重平均で年間妥結額 1,178,591 円（39 組合）で昨年より＋9,744 円、

年間月数は 4.35 ヶ月（65 組合）となっている。 

 非正規（有期契約、短時間パートなど）の労働条件に関して、時間給は加重平均で 19

組合 29.56 円（前年 15 組合 23.71 円）、前年比＋5.84 円となっている。月給制では

３組合で妥結し、加重平均で＋4,627.5 円となっている。 
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○すべての組合が「底上げ・底支え」「格差是正」に重点を置き、月例賃金にこだわっ
た取り組みを進めた結果、5月末時点で月例賃金改善を要求した組合は昨年同時期を約
600組合上回っている。うち妥結済みは約8割で、率ではほぼ昨年並みである。  

○平均賃金方式でみると、企業規模にかかわらず額・率とも昨年同時期を上回ってお
り、「賃上げ」の流れは依然、力強く維持されている。 300人未満の中小組合は引き
続き健闘し、「賃上げ分」は率で大手組合を大幅に上回っている。連合が2016春季生
活闘争から展開してきた「大手追従・大手準拠などの構造を転換する運動」が定着・
前進し、「格差是正」に向けた前向きな動きを示すものと評価する。  

○非正規労働者の賃上げ額は、依然昨年同時期を上回っている（時給3.47円・月給559円
のプラス）。  

○「長時間労働の是正」では「インターバル規制の導入」「年次有給休暇取得促進」の
取り組みが、また「職場における均等待遇実現に向けた取り組み」や「男女平等の推
進」でも多くの項目で、回答・妥結件数が伸びている。労使が職場実態を踏まえた真
摯かつ前向きな交渉・協議により先行的に職場の基盤づくりを進めていることが読み
取れる。  

○連合は「2018 春季生活闘争 中間まとめ」において、現時点までの受け止めと今後に向
けた課題を整理・確認した（第 77 回中央委員会（6 月 7 日））。 依然約 2 割の組合が
交渉を継続している。連合は構成組織および地方連合会との緊密な連携のもと交渉の追
い上げをはかり、「底上げ春闘」を貫徹すべく、未解決組合支援に全力を尽くすと同時
に、非正規労働者を含め社会全体への波及を追求していく。 


